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目次中◎印のあるものは、高知県法規集に登載するものです。
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告 示

高知県告示第731号

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」とい

う。）第 5条第 1項の規定による届出があったので、同条第 3項

の規定により次のとおり告示する。

なお、法第 8条第 2項の規定に基づき、この告示に係る大規模

小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため

配慮すべき事項について意見を述べようとする者は、 4に掲げる

事項を記載した書面をこの告示の日から 4月以内に高知県商工労

働部経営支援課に提出することができる。

令和 7年12月12日

高知県知事　濵田　省司

1　届出の概要

( 1 )　届出者の氏名又は名称及び法人にあっては代表者の氏名

株式会社コスモス薬品　代表取締役　横山　英昭

( 2 )　届出者の住所

福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番 1 号

( 3 )　大規模小売店舗の名称及び所在地

ドラッグコスモス野市西野店

香南市野市町西野字チノ丸774番 1 ほか

( 4 )　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並

びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社コスモス薬品　代表取締役　横山　英昭

福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番 1 号

( 5 )　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称

及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

( 6 )　大規模小売店舗の新設をする日

令和 8年 7月11日

( 7 )　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

1,348平方メートル

( 8 )　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア　駐車場の収容台数

52台

イ　駐輪場の収容台数

10台

ウ　荷さばき施設の面積

43平方メートル

エ　廃棄物等の保管施設の容量

12.5立方メートル

( 9 )　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び

閉店時刻

　　開店時刻　午前 9時

　　閉店時刻　午後10時

イ　来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前 8時30分から午後10時30分まで

ウ　駐車場の自動車の出入口の数

1箇所

エ　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間

帯

午前 6時から午後10時まで

2　届出年月日

令和 7年11月10日

3 　届出書及び添付書類の縦覧場所

高知県商工労働部経営支援課

香南市役所

4　意見書に記載すべき事項

( 1 )　氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏

名

( 2 )　事業者にあっては、その事業の種類及び沿革

( 3 )　意見を述べようとする大規模小売店舗の名称及び所在地

( 4 )　意見の内容

高知県告示第732号

令和 7 年10月高知県告示第629号で告示した指定施業要件の変

更予定に係る保安林の森林所有者の所在が不分明であるので、森

林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、保安林の指

定施業要件を変更する予定の通知の内容を土佐清水市役所に掲示

するとともに、次のとおりその要旨を告示する。

令和 7年12月12日

高知県知事　濵田　省司

1　所在不分明の森林所有者

( 1 )ア　登記簿記載の住所

幡多郡伊豆田村布26番屋敷

イ　氏名

宮上　音次郎

( 2 )ア　登記簿記載の住所

土佐清水市汐見町21番15号

イ　氏名

横山　音英

2　保安林の指定施業要件を変更する予定の通知の要旨

( 1 )　指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

　　土佐清水市布字長サコ山2841の 1

( 2 )　保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

( 3 )　変更後の指定施業要件

立木の伐採の方法、立木の伐採の限度並びに植栽の方法・

期間及び樹種について

高知県告示第733号

令和 7 年10月高知県告示第632号で告示した指定施業要件の変

更予定に係る保安林の森林所有者の所在が不分明であるので、森

林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、保安林の指

定施業要件を変更する予定の通知の内容を四万十市役所に掲示す

るとともに、次のとおりその要旨を告示する。

令和 7年12月12日

高知県知事　濵田　省司

1　所在不分明の森林所有者

( 1 )　登記簿記載の住所

中村市京町三丁目17番地 1

( 2 )　氏名

稲田　藤馬

2　保安林の指定施業要件を変更する予定の通知の要旨

( 1 )　指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

四万十市西土佐藤ノ川字丸ノ山902の 1 、902の50、902の

87、902の88、902の112

( 2 )　保安林として指定された目的

小売業者名

株式会社コスモス薬品

代表者名

代表取締役

　横山　英

昭

住所

福岡県福岡市博多

区博多駅東二丁目

10番 1 号
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土砂の流出の防備

( 3 )　変更後の指定施業要件

立木の伐採の方法、立木の伐採の限度並びに植栽の方法・

期間及び樹種について

高知県告示第734号

令和 7 年10月高知県告示第633号で告示した指定施業要件の変

更予定に係る保安林の森林所有者の所在が不分明であるので、森

林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、保安林の指

定施業要件を変更する予定の通知の内容を東洋町役場に掲示する

とともに、次のとおりその要旨を告示する。

令和 7年12月12日

高知県知事　濵田　省司

1　所在不分明の森林所有者

( 1 )ア　登記簿記載の住所

　　　　広島県広島市中区舟入中町12番21号

イ　氏名

　　　　中国物産株式会社

( 2 )ア　登記簿記載の住所

　　　　神奈川県相模原市相模大野六丁目23番12－1204号

イ　氏名

　　　　森友　一朗

2　保安林の指定施業要件を変更する予定の通知の要旨

( 1 )　指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

安芸郡東洋町野根字コヲジン谷上甲1008の10、字シチヱジ

甲983の 1 、甲983の 2 、甲983の 3 、甲983の 8

( 2 )　保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

( 3 )　変更後の指定施業要件

立木の伐採の方法、立木の伐採の限度並びに植栽の方法・

期間及び樹種について

高知県告示第735号

令和 7 年10月高知県告示第634号で告示した指定施業要件の変

更予定に係る保安林の森林所有者の所在が不分明であるので、森

林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、保安林の指

定施業要件を変更する予定の通知の内容を仁淀川町役場に掲示す

るとともに、次のとおりその要旨を告示する。

令和 7年12月12日

高知県知事　濵田　省司

1　所在不分明の森林所有者

( 1 )　登記簿記載の住所

　　　高岡郡別府村高瀬1098番地

( 2 )　氏名

　　　片岡　糸代

2　保安林の指定施業要件を変更する予定の通知の要旨

( 1 )　指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

吾川郡仁淀川町高瀬字堂ノ前4042の 1 、4042の 2 から4042

の 4 まで・4043の 1 ・4043の 2 ・4044・4061から4063まで

（以上 9筆国有林）

( 2 )　保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

( 3 )　変更後の指定施業要件

立木の伐採の方法、立木の伐採の限度並びに植栽の方法・

期間及び樹種について

高知県告示第736号

令和 7 年10月高知県告示第635号で告示した指定施業要件の変

更予定に係る保安林の森林所有者の所在が不分明であるので、森

林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、保安林の指

定施業要件を変更する予定の通知の内容を仁淀川町役場に掲示す

るとともに、次のとおりその要旨を告示する。

令和 7年12月12日

高知県知事　濵田　省司

1　所在不分明の森林所有者

( 1 )ア　登記簿記載の住所

　　　　高岡郡別府村高瀬476番地

イ　氏名

　　　　西森　兼升

( 2 )ア　登記簿記載の住所

　　　　高岡郡別府村高瀬569番地

イ　氏名

　　　　掛水　兼義

( 3 )ア　登記簿記載の住所

　　　　高岡郡別府村高瀬570番地

イ　氏名

　　　　掛水　熊吉

( 4 )ア　登記簿記載の住所

　　　　高岡郡別府村高瀬109番屋敷

イ　氏名

　　　　掛水　福太郎

2　保安林の指定施業要件を変更する予定の通知の要旨

( 1 )　指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

　　吾川郡仁淀川町高瀬字牛尾419、420、422、2475、2476、

2487から2491まで、字古屋ケ市3078、3079

( 2 )　保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

( 3 )　変更後の指定施業要件

立木の伐採の方法、立木の伐採の限度並びに植栽の方法・

期間及び樹種について

高知県告示第737号

令和 7 年10月高知県告示第637号で告示した指定施業要件の変

更予定に係る保安林の森林所有者の所在が不分明であるので、森

林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、保安林の指

定施業要件を変更する予定の通知の内容を大月町役場に掲示する

とともに、次のとおりその要旨を告示する。

令和 7年12月12日

高知県知事　濵田　省司

1　所在不分明の森林所有者

( 1 )ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡大月町柏島35番地

イ　氏名

　　　　浜口　権吉

( 2 )ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡大月町柏島79番地

イ　氏名

　　　　増田　勘市

( 3 )ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡大月町柏島35番地

イ　氏名

　　　　葦原　盛三郎

2　保安林の指定施業要件を変更する予定の通知の要旨

( 1 )　指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

　　幡多郡大月町柏島字綱代山687の 1

( 2 )　保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

( 3 )　変更後の指定施業要件

立木の伐採の方法、立木の伐採の限度並びに植栽の方法・

期間及び樹種について

高知県告示第738号

　国土交通省四国地方整備局中村河川国道事務所長から次のとお

り公共測量を実施する旨の通知を令和 7 年11月20日に受けたの

で、測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同

法第14条第 3項の規定により告示する。

　　令和 7年12月12日

高知県知事　濵田　省司

1　作業種類

　　公共測量（用地測量）

2　作業期間

　　令和 7年11月18日から令和 8年 7月31日まで

3　作業地域

　　四万十市古津賀地内

高知県告示第739号

　国土交通省四国地方整備局中村河川国道事務所長から次のとお

り公共測量を実施する旨の通知を令和 7 年11月25日に受けたの

で、測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同

法第14条第 3項の規定により告示する。

　　令和 7年12月12日
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高知県知事　濵田　省司

1　作業種類

　　公共測量（用地測量）

2　作業期間

　　令和 7年10月21日から令和 8年 7月31日まで

3　作業地域

　　四万十市古津賀

高知県告示第740号

　高知県土木部高知土木事務所長から次のとおり公共測量を実施

する旨の通知を令和 7年11月25日に受けたので、測量法（昭和24

年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第 3 項の規

定により告示する。

　　令和 7年12月12日

高知県知事　濵田　省司

1　作業種類

　　公共測量（路線測量、用地測量）

2　作業期間

　　令和 7年10月27日から令和 8年 1月 7日まで

3　作業地域

　　高知市横浜

高知県告示第741号

　高知県土木部都市計画課長から次のとおり公共測量を実施する

旨の通知を令和 7年11月25日に受けたので、測量法（昭和24年法

律第188号）第39条において準用する同法第14条第 3 項の規定に

より告示する。

　　令和 7年12月12日

高知県知事　濵田　省司

1　作業種類

　　公共測量（ 3Ｄ都市モデル整備）

2　作業期間

　　令和 7年11月21日から令和 8年 3月25日まで

3　作業地域

　　安芸市及び香南市の一部

高知県告示第742号

　国土交通省四国地方整備局四国山地砂防事務所長から次のとお

り公共測量を実施する旨の通知を令和 7 年11月28日に受けたの

で、測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同

法第14条第 3項の規定により告示する。

　　令和 7年12月12日

高知県知事　濵田　省司

1　作業種類

　　公共測量（基準点測量、ＵＡＶレーザ測量）

2　作業期間

　　令和 7年11月28日から令和 8年 3月31日まで

3　作業地域

　　吾川郡いの町脇ノ山

高知県告示第743号

　香美市長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知を令和 7

年11月28日に受けたので、測量法（昭和24年法律第188号）第39

条において準用する同法第14条第 3項の規定により告示する。

　　令和 7年12月12日

高知県知事　濵田　省司

1　作業種類

　　公共測量（ 3級基準点測量）

2　作業期間

　　令和 7年12月 1 日から令和 8年 3月27日まで

3　作業地域

　　香美市土佐山田町北本町

高知県告示第744号

　高知県農業振興部農業基盤課長から次のとおり公共測量を実施

する旨の通知を令和 7年11月28日に受けたので、測量法（昭和24

年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第 3 項の規

定により告示する。

　　令和 7年12月12日

高知県知事　濵田　省司

1　作業種類

　　公共測量（基準点設置）

2　作業期間

　　令和 7年12月 8 日から令和 8年 3月12日まで

3　作業地域

　　安芸郡北川村島

高知県告示第745号

国土交通省四国地方整備局中村河川国道事務所長から令和 7年

7 月高知県告示第484号（公共測量の実施の通知）で告示した公

共測量が令和 7年11月28日に終わった旨の通知があったので、測

量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14

条第 3項の規定により告示する。

令和 7年12月12日

高知県知事　濵田　省司

高知県告示第746号

国土交通省四国地方整備局中村河川国道事務所長から令和 7年

7 月高知県告示第485号（公共測量の実施の通知）で告示した公

共測量が令和 7年10月31日に終わった旨の通知があったので、測

量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14

条第 3項の規定により告示する。

令和 7年12月12日

高知県知事　濵田　省司

高知県告示第747号

高知県土木部中央西土木事務所越知事務所長から令和 7年 9月

高知県告示第555号（公共測量の実施の通知）で告示した公共測

量が令和 7年11月20日に終わった旨の通知があったので、測量法

（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第

3項の規定により告示する。

令和 7年12月12日

高知県知事　濵田　省司

高知県告示第748号

　急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律

第57号）第 3条第 1項の規定に基づき、次に掲げる土地の区域を

急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

　なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県高

知土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

　　令和 7年12月12日

高知県知事　濵田　省司

　高知市鳥首

　( 1 )　標柱を設置した土地の地番

標柱番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

所在地

高知市春野町西畑字ウシロダ

〃　　〃　　〃　字中谷

〃　　〃　　〃　字古田ノ北平

〃　　〃　　〃　字寺ヶ谷山

〃　　〃　　〃　字鳥首ノ峯

〃　　〃　　〃　〃

〃　　〃　　〃　字鳥首

〃　　〃　　〃　〃

〃　　〃　　〃　字ゾヲゼン

〃　　〃　　〃　字寺ヶ谷

地番

1036番 1

2433番

2426番

2386番 2

2376番

2353番 3

1430番 2

1431番 2

1281番 2

1039番

( 2 )　区域

標柱 1から10までを順次に直線で結んだ線及び標柱10と 1

を直線で結んだ線により囲まれた区域内とする。ただし、平

成15年 7 月 4 日農林水産省告示第1006号で指定した保安林を

除く。

高知県告示第749号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、
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道路の区域を次のとおり変更する。

その関係図面は、令和 7年12月12日から 2週間高知県土木部道

路課及び高知県中央東土木事務所において一般の縦覧に供する。

令和 7年12月12日

高知県知事　濵田　省司

1　道路の種類　県道

2　路　線　名　後免中島高知

3　道路の区域

公　　　　　　　告

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第 2 項の規定によ

り、高知市布師田土地改良区の定款の変更を令和 7年11月28日に

認可した。

なお、この認可については、この認可があったことを知った日

の翌日から起算して 6月以内に、高知県を被告として（訴訟にお

いて高知県を代表する者は、高知県知事となる。）、当該認可の

取消しの訴えを提起することができる。

令和 7年12月12日

高知県知事　濵田　省司

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第 2 項の規定によ

り、高知市介良乙丙土地改良区の定款の変更を令和 7年11月28日

に認可した。

なお、この認可については、この認可があったことを知った日

の翌日から起算して 6月以内に、高知県を被告として（訴訟にお

いて高知県を代表する者は、高知県知事となる。）、当該認可の

取消しの訴えを提起することができる。

令和 7年12月12日

高知県知事　濵田　省司

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第 2 項の規定によ

り、高知市大津田辺島丸土地改良区の定款の変更を令和 7年11月

28日に認可した。

なお、この認可については、この認可があったことを知った日

の翌日から起算して 6月以内に、高知県を被告として（訴訟にお

いて高知県を代表する者は、高知県知事となる。）、当該認可の

取消しの訴えを提起することができる。

令和 7年12月12日

高知県知事　濵田　省司

落 札 公 告

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

政令（平成 7 年政令第372号）第12条及び高知県公営企業局特定

調達契約事務取扱規程（平成 7年高知県企業局管理規程第 9号）

の規定により例によるとされている高知県特定調達契約事務取扱

規則（平成 7 年高知県規則第125号）第 8 条の規定により、次の

とおり落札者等について公告する。

令和 7年12月12日

高知県公営企業局長　澤田　昌宏

1　随意契約に係る購入物品の名称及び数量

血管撮影システム　一式

2　契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地

高知県公営企業局県立病院課　高知市丸ノ内一丁目 7番52号

3 　随意契約の相手方を決定した日

令和 7年10月10日

4 　随意契約の相手方の氏名及び住所

株式会社シーメック　高知市南久保 9番 8号

5　随意契約に係る契約金額

135,300,000円

6 　契約の相手方を決定した手続

随意契約

7　随意契約によることとした理由

地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）第21条の13

第 1 項第 8号に該当するため

区 　　　 　間
延　　　　長

（メートル）

敷地の幅員

（メートル）

変更前

後の別

南国市小籠字越戸 8

番から

南国市小籠字佐波爲

131番まで

〜 252前

〜 252後

3.5

17.7

14.5

24.5
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